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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡などを洗浄する速度および効率を改良す
る装置と方法とを提供する。
【解決手段】少なくとも一つの酵素と、界面活性剤およ
び湿潤剤を含有する成分が浸透された織布、拭き取り片
、あるいはスポンジを含む医療用器具を洗浄する洗浄装
置において、器具のチューブ状部の外周の約３６０度の
円弧と係合するようにされて、かつ放射状方向に弾力的
に変形するようにされており、それによって、外科用器
具の外面に附着している汚れの少なくとも一部を機械的
に拭き取ることによって除去し、いずれかの外面に残留
している汚れが、未拭き取りの器具におけるよりもより
薄くて、かつより均一な厚さの膜として分配されるよう
に再分配するようにされている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの酵素と、界面活性剤および湿潤剤を含有する成分が浸透された織布、
拭き取り片、あるいはスポンジを含む医療用器具を洗浄する洗浄装置において、
　該洗浄装置は前記器具のチューブ状部の外周の約３６０度の円弧と係合するようにされ
て、かつ放射状方向に弾力的に変形するようにされており、
　それによって、
　ｉ）外科用器具の外面に附着している汚れの少なくとも一部を機械的に拭き取ることに
よって除去し、
　ｉｉ）いずれかの外面に残留している汚れが、未拭き取りの器具におけるよりもより薄
くて、かつより均一な厚さの膜として分配されるように再分配するようにされていること
を特徴とする医療用器具を洗浄する洗浄装置。
【請求項２】
　前記の少なくとも一つの酵素と相容性である殺菌剤を更に含むことを特徴とする請求項
１に記載の洗浄装置。
【請求項３】
　前記の少なくとも一つの酵素がプロテアーゼ、アルカラーゼ、リポラーゼおよびそれら
の組み合わせから選択されることを特徴とする請求項１または２に記載の洗浄装置。
【請求項４】
　前記酵素が成分の重量比で５から２５％の量で溶液あるいは懸濁液として存在している
ことを特徴とする請求項３に記載の洗浄装置。
【請求項５】
　前記酵素が成分の重量比で１０から２０％の量で溶液あるいは懸濁液として存在してい
ることを特徴とする請求項４に記載の洗浄装置。
【請求項６】
　前記湿潤剤が塩化カルシウム、塩化ナトリウム、グリセリン、硼砂、エチレングリコー
ル、プロピレングリコールおよびそれらの組み合わせから選択されることを特徴とする請
求項１から５までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項７】
　湿潤剤としてグリセリンを含有していることを特徴とする請求項１から６までのいずれ
か１項に記載の洗浄装置。
【請求項８】
　前記湿潤剤が、乾燥形態で酵素を使用することから生じる何らかの危険を低減するため
に十分な水分が吸収されるのを確実にする量で存在していることを特徴とする請求項１か
ら７までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項９】
　前記湿潤剤が貯蔵の間前記酵素の活動を維持する量で存在することを特徴とする請求項
１から８までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項１０】
　前記湿潤剤が前記成分の重量比で１から１０％の量で存在することを特徴とする請求項
８に記載の洗浄装置。
【請求項１１】
　前記湿潤剤が前記成分の重量比で４から７％の量で存在することを特徴とする請求項９
に記載の洗浄装置。
【請求項１２】
　前記界面活性剤が少なくとも一つの非イオン性界面活性剤を含むことを特徴とする請求
項１から１１までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項１３】
　前記非イオン性界面活性剤が重量比で５から４５％の量で前記成分中に存在しているこ
とを特徴とする請求項１２に記載の洗浄装置。
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【請求項１４】
　前記界面活性剤が合成あるいは天然アルコールエトキレートであることを特徴とする請
求項１から１３までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項１５】
　前記界面活性剤が少なくとも一つの陰イオン界面活性剤を含むことを特徴とする請求項
１から１４までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項１６】
　前記陰イオン界面活性剤が重量比で５から１５％の量で前記成分中に存在していること
を特徴とする請求項１５に記載の洗浄装置。
【請求項１７】
　前記陰イオン界面活性剤が炭化水素スルホン酸塩あるいは硫酸塩であることを特徴とす
る請求項１５または１６に記載の洗浄装置。
【請求項１８】
　前記成分中の全体界面活性剤が重量比で１５から４５％の量で存在していることを特徴
とする請求項１２から１７までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項１９】
　防腐剤を更に含むことを特徴とする請求項１から１８までのいずれか１項に記載の洗浄
装置。
【請求項２０】
　外科用器具のチューブ状外面を洗浄するのに使用されるようにされていることを特徴と
する請求項１から１９までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項２１】
　内視鏡のチューブ状外面を洗浄するのに使用されるようにされていることを特徴とする
請求項１から２０までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項２２】
　前記器具の表面を拭き取るために該器具のチューブ状部分の長さに亘って軸線方向に摺
動するようにされていることを特徴とする請求項１から２１までのいずれか１項に記載の
洗浄装置。
【請求項２３】
　親水性ファイバから作られていることを特徴とする請求項１から２２までのいずれか１
項に記載の洗浄装置。
【請求項２４】
　高分子材料から作られていることを特徴とする請求項１から２３までのいずれか１項に
記載の洗浄装置。
【請求項２５】
　ビスコースファイバとポリプロピレンファイバとから構成されていることを特徴とする
請求項１から２４までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項２６】
　ビスコースファイバとポリプロピレンファイバとが針編み技術によって絡まされた均質
な混合物を形成し、概ね自由飛散ファイバの無い低密度ウエッブを形成することを特徴と
する請求項２５に記載の洗浄装置。
【請求項２７】
　高分子材料の発泡体、織物、紙あるいは複合材料から作られた拭き取り片あるいは拭き
取り片のロールの形態であることを特徴とする請求項１から２６までのいずれか１項に記
載の洗浄装置。
【請求項２８】
　一つ以上の酵素、一つ以上の界面活性剤、および酵素安定剤を含有する吸湿性の酵素洗
浄製剤が浸透された織布、拭き取り片あるいはスポンジから構成される洗浄装置において
、
　該洗浄装置は医療用器具のチューブ状部の外周の約３６０度の円弧と係合するようにさ
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れて、かつ放射状方向に弾力的に変形するようにされており、
　それによって、
　ｉ）外科用器具の外面に附着している汚れの少なくとも一部を機械的に拭き取ることに
よって除去し、
　ｉｉ）いずれかの外面に残留している汚れが、未拭き取りの器具におけるよりもより薄
くて、かつより均一な厚さの膜として分配されるように再分配するようにされていること
を特徴とする洗浄装置。
【請求項２９】
　洗浄を必要とする内視鏡のチューブ状部分の外面を洗浄するために使用する洗浄装置で
あって、一端から反対側の端まで延在する溝を有し、前記内視鏡の外面のチューブ状部分
の外面と弾力的に係合するようにされたパッドを含み、該パッドが単独で、あるいは相補
的なパッドと共に前記チューブ状部分の外面を概ね囲み、その囲まれた部分の外面と係合
するように弾力的に変形可能であり、それによって本洗浄装置が前記内視鏡のチューブに
沿って長手方向に摺動するにつれて前記外面を均等に拭き取るようにされていることを特
徴とする請求項１から２８までのいずれか１項に記載の洗浄装置。
【請求項３０】
　前記パッドが針編みされたフェルトから形成されており、２個の離隔した平行の溝を有
し、前記溝の弧状断面の各々がチューブ状部分の軸線の両側で整合するように折り曲げ可
能で内視鏡のチューブ状部分の外面とその周囲で弾力的に係合するチューブ状トンネルを
形成することを特徴とする請求項２９に記載の洗浄装置。
【請求項３１】
　長手方向の折り畳み継ぎ目の周りで折り畳み可能であることを特徴とする請求項３０に
記載の洗浄装置。
【請求項３２】
　不織布から作られ、一つ以上の酵素、一つ以上の界面活性剤、および少なくとも一つの
湿潤剤が浸透されることを特徴とする請求項１から２４までのいずれか１項に記載の洗浄
装置。
【請求項３３】
　不織布から作られ、複数の酵素、複数の界面活性剤、および少なくとも一つの湿潤剤が
浸透されることを特徴とする請求項３２に記載の洗浄装置。
【請求項３４】
　外科用器具を洗浄する洗浄装置であって、酵素、界面活性剤、および湿潤剤が浸透した
少なくとも一個の一回使い切り織布、拭き取り片、あるいはスポンジを含み、
　該洗浄装置は前記外科用器具のチューブ状部の外周の約３６０度の円弧と係合するよう
にされて、かつ放射状方向に弾力的に変形するようにされており、
　それによって、
　ｉ）外科用器具の外面に附着している汚れの少なくとも一部を機械的に拭き取ることに
よって除去し、
　ｉｉ）いずれかの外面に残留している汚れが、未拭き取りの器具におけるよりもより薄
くて、かつより均一な厚さの膜として分配されるように再分配するようにされている洗浄
装置を収容するパッケージ。
【請求項３５】
　湿気浸透性であることを特徴とする請求項３４に記載のパッケージ。
【請求項３６】
　洗浄を必要とする外科用器具の外面を請求項１から３３までのいずれか１項に記載の洗
浄装置によって洗浄する方法であって、
　（ｉ）前記外面を拭き取る段階であって、弾性のパッドあるいは拭き取り片が前記外科
用器具の外面に対して押圧されかつ長手方向に摺動して全体の汚れを機械的に除去し、同
時に残っている何らかの残留物を概ね均等な厚さに再分配し、同時に
　（ｉｉ）前記面を酵素および界面活性剤で処理する段階とを含むことを特徴とする洗浄
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する方法。
【請求項３７】
　パッドあるいは拭き取り片が、外科用器具のチューブ状部分の軸線に向かって放射状方
向に作用する力を加えるような仕方で外科用器具のチューブ状部分の周りに保持されるこ
とを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記残留物が前記外科用器具のチューブ状部分の周囲の周りでおよび長さに亘ってより
均一な厚さまで再分配されることを特徴とする請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記段階（ｉｉ）の処理が湿潤剤を含むことを特徴とする請求項３６から３８までのい
ずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洗浄装置（ｃｌｅａｎｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）と洗浄方法とに関し、特に
汚れた外科用器具の外面を洗浄する方法と装置とに関するものである。本装置は剛性の、
あるいは可撓性の内視鏡の外面を洗浄するのに使用するために開発されてきたが、主とし
てその使用に関して説明する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は剛性であるかあるいは可撓性でよく、かつ光学的あるいはビデオシステム（ｖ
ｉｄｅｏ　ｓｙｓｔｅｍ）および光源を組み込んでいる細長いチューブ状の器具である。
典型的には、内視鏡は、一端が切開部あるいは開口部（ｏｒｉｆｉｃｅ）を介して外科的
切開部あるいは体内の腔中へある深さまで挿入されることによって内視鏡の体内へ挿入さ
れた端部におけるあるいはその近傍の面を外部の観察者が検視できるように構成されてい
る。一般に使用されている内視鏡は結腸鏡と称される可撓性の内視鏡であり、人の結腸の
診断処置のために使用される。前記器具の結腸挿入部分は長さが約２メートルで、一個以
上の中空の通路すなわち管腔（ルーメン：ｌｕｍｅｎｓ）を有している。
【０００３】
　内視鏡は高コストであり、一人の患者から次の患者への相互感染を排除する必要性があ
ることから、各内視鏡は毎回使用した後に完全に洗浄し消毒すなわち殺菌する必要がある
。この処置は時間がかかり、かつ内視鏡が、例えば粘液、排泄物、血液、組織片などの患
者からの生物学的材料によって著しく汚染されるようになるため極めて難儀である。
【０００４】
　典型的な洗浄処置は、ひどい汚染物を除去するためにある時間流水で内視鏡の外面を濯
ぎかつこすって洗い、その後内視鏡を適当な洗浄浴槽に２分から１０分間漬けておき、該
器具を濯いで乾燥した後に殺菌することを含む。ある場合には、殺菌する前に濯いでその
後洗浄浴槽につけておいても前記器具の外側のひどい汚染の除去は十分には行われない。
汚れた器具を再生可能に殺菌したり、あるいは洗浄することは不可能であるため、このよ
うな外側の不十分な洗浄は、消毒すなわち殺菌段階を汚すことになる。
【０００５】
　洗浄および消毒すなわち殺菌に要する時間は内視鏡を使用する処置の時間よりも長いこ
とがよくあるので、費用をかけて器具を複数にしなければならないか、でなければ洗浄は
外科処置の遂行可能な度合についての決定的な要素となる。更に、ルーメンを含む内視鏡
を洗浄するために使用されるブラシとかその他の装置を洗浄するためにかなりの量の時間
と材料とが消費される。最近、ルーメンの内部を洗浄するために改良された方法が注目さ
れてきた（例えば本発明者による出願中の特許出願ＰＣＴ／ＡＵ９９／００６６９号を参
照されたい）が、この方法は外面に対しては適用できない。外面の洗浄は依然として、重
要で、困難で、かつ労働集約型の仕事である。例えば、酵素／洗剤成分のような各種の複
雑な化学製品や生化学製品が外面から汚染物を剥離し、その後の磨き洗浄（ｓｃｒｕｂｂ
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ｉｎｇ）による除去を促進するための事前浸漬剤（ｐｒｏ－ｓｏａｋｓ）として使用する
よう開発されてきた。そのような処理の最終の効果は、（ａ）如何に丹念に濯ぎや洗浄が
なされているか、（ｂ）検査の後表面にどの程度多くの堆積物があるか、またそのような
堆積物の性質は何か、（ｃ）汚れた器具が洗浄に先立って乾燥しえたのか、もしそうなら
ば、この乾燥が行われた温度はどれくらいであったか、によって大きく左右される。更に
、本発明の出願者は、ブラシで濯ぎや磨き洗浄を行っても、器具の表面についている堆積
物を除去するのでなく、単にそれらを移動させるだけであることが多いことを発見した。
更に、ブラシを使用することによって、近傍の医療従事者を危険に陥らせるような汚染さ
れたエアロゾル（ａｅｒｏｓｏｌ）をつくりだす可能性がある。
【０００６】
　本明細書を通しての従来技術の説明は、そのような従来技術が当該技術分野において広
く知られており、共通の一般的な知識の一部を形成していることを容認するものであると
は絶対に考えるべきでない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、従来技術の欠点の少なくとも一つを克服しあるいは改良するか、ある
いは有用でより都合のよい代案を提供することである。
【０００８】
　本発明のある好適実施例の目的は内視鏡などを洗浄する速度および（または）効率を改
良する装置と方法とを提供することである。
【０００９】
　本発明のある極めて好適な実施例の目的は、安価に製造することが可能でかつ一回使用
した後使い捨てとしうる安価で効果的な装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、第一の局面によると、酵素、界面活性剤、湿潤剤を含有する成分を浸透させ
た織布、拭き取り片（ｗｉｐｅ）、あるいはスポンジを含む、外科用器具のための洗浄装
置を提供する。本明細書で使用する「スポンジ」という用語は高分子材料の開放気泡ある
いは独立気泡（ｏｐｅｎ　ａｎｄ　ｃｌｏｓｅｄ　ｃｅｌｌ）を有する発泡材料（ｆｏａ
ｍ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ）ならびに天然スポンジを含む。
【００１１】
　本発明の好適実施例は内視鏡のチューブ状外面あるいはその他の外科用器具の外面を洗
浄するのに使用するようにされている。
【００１２】
　本発明による装置は、プロテアーゼ、アルカラーゼ（ａｌｃａｌａｓｅｓ），セルラー
ゼ、リポラーゼ（ｌｉｐｏｌａｓｅｓ）およびそれらの混合物から選択された酵素の組み
合わせを含む成分で浸透されることが好ましい。
【００１３】
　以下の例や製剤（ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ）において使用されている酵素は市販され
ている水性酵素溶液あるいは懸濁液であって、純粋の酵素たんぱく質ではない。
【００１４】
　酵素溶液あるいは懸濁液の全量が成分中重量比で５から２５％（％Ｗ／Ｗ）の量で存在
することが好ましく、成分中重量比で１０から２０％の量で存在することがより好ましい
。
【００１５】
　湿潤剤は成分中重量比で１から１０％の量で存在することが好ましく、成分中重量比で
４から７％の量で存在することがより好ましい。
【００１６】
　界面活性剤は少なくとも一つの非イオン性界面活性剤を含有することが望ましい。
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【００１７】
　この非イオン性界面活性剤は成分中重量比で５から４５％の量で存在することが好まし
い。また、もしも陰イオン性界面活性剤が成分中に存在するとすれば、それは重量比で５
から１５％の量であることが好ましい。成分中の全体の界面活性剤は重量比で１５から４
５％の量であることが好ましい。
【００１８】
　本発明による装置は当該器具のチューブ状部分の周囲の大部分の円弧と接触するように
され、表面を拭き取るようにチューブ状部分の長さに亘って軸線方向に摺動するように作
られていることが望ましい。本装置は、当該器具のチューブ状部分の外周の３６０度まで
の円弧と係合し、放射状方向に弾力的に変形しうることが好ましい。本装置は親水性のフ
ァイバから作られることがより好ましい。
【００１９】
　本発明による装置の好適実施例では機械的な拭取り作用によって外側に附着した汚れの
殆どを除去するが、より重要なことは、本装置が、除去されなかった汚染物を薄くて均等
な厚さの膜として分配するように残留している外側の汚れを分配し直すよう作用すること
である。それによって、この膜は酵素の消化作用によってより効率的および迅速な汚れ除
去を達成するようにされている。
【００２０】
　本発明は、第二の局面によると、洗浄を必要とするチューブ状内視鏡の外面を洗浄する
ために使用される装置を提供し、該装置はパッドの一方の端部から反対側の端部まで延在
する溝を有し、内視鏡の外面の一部と弾力的に係合するようにされた親水性ファイバから
なるパッドを含み、前記パッドは単独で、あるいは相補的なパッドと共に前記部分を概ね
囲み、囲まれた部分の面と係合するように弾力的に変形可能であり、それによって本装置
が内視鏡のチューブに沿って長手方向に摺動するにつれて前記外面を均等に拭き取るよう
にされている。
【００２１】
　前記パッドは針編みフェルト（ｎｅｅｄｌｅ　ｆｅｌｔ）から形成され、各々が弧状の
断面を有し、それがチューブの軸線の両側で整合するように折り畳むことができ、内視鏡
の外面とその周囲の周りで弾力的に係合するチューブ状のトンネルを形成しうる２個の離
隔した平行の溝を有することが好ましい。
【００２２】
　好適実施例において、第二の局面による洗浄装置は不織布から作られ、複数の酵素、複
数の界面活性剤、および少なくとも一つの湿潤剤が浸透されている。本実施例の極めて好
適な形態において、不織布は「拭き取り片」のロールあるいはミシン目つきロールとして
分配キャニスタに詰められ、一枚以上の拭き取り片が分配装置から引き出され、使用する
ためにちぎられ、そして使い捨てできるようにしている。
【００２３】
　本発明は、第三の局面によると、外科用器具のための洗浄装置であって、前記洗浄装置
は、酵素、界面活性剤、および湿潤剤を浸透させた一回使用の織布あるいはスポンジを含
む洗浄装置を包含するパッケージを提供する。
【００２４】
　第三の局面による好適実施例において、前記パッケージは湿気透過性である。
【００２５】
　本発明では、酵素成分を浸透させた不織布は内視鏡の外側をきれいに拭き取る効率的な
手段を提供することを見出した。初期の実験においては、不織布は既知の酵素／洗剤成分
を浸透させた。前記の浸透させた製品を乾燥状態でパッケージにすることによって貯蔵や
製品搬送の間での酵素の活性を維持したが、パッケージが開放されたとき、乾燥したプロ
テアーゼが大気に解放され、吸入安全性（ｉｎｈａｌａｔｉｏｎ　ｓａｆｅｔｙ）に障害
をもたらすという許容し得ない危険性を伴っていた。従って、浸透させる酵素／洗剤成分
は湿らせることが必要であると考えられた。ところが、このことでは、当該装置が乾燥す
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るのを阻止するために湿った浸透織布の各々を水分不浸透性の障壁内に包装させる必要が
あった。しかしながら、これはコストを著しく余分に高めた。そこで、本発明者は、もし
も当該装置が湿潤剤を浸透させるとすれば、湿気浸透性のパッケージを採用することがで
き、パッケージが開放されるか、ないしは製品が使用された場合、湿潤剤が乾燥したプロ
テアーゼが危険になるのを阻止するに十分な水分が成分中に吸収されるのを確実にするこ
とを発見した。驚くべきことに、貯蔵中も酵素の活性が維持された。そのため、製品は蛇
口（ｔａｐ）の下で湿った状態でそのパッケージから簡単に取り出すことが可能であり、
次いで内視鏡の端部の周りを包むことができる。次いで、本装置は内視鏡の長さに亘って
摺動して汚れを除去する。製品は、一回使用した後使い捨てとしうるように十分低コスト
で製造し、包装することができる。
【００２６】
　本発明による装置の別の利点は、酵素の作用が磨き洗い局面の間に、すなわち、洗浄工
程において過去に実行されてきたものよりもより初期の段階で開始することであり、それ
によって全体の酵素処理時間を延ばし、それによって洗浄の効能を上げることである。
　本発明は、第四の局面によると、（１）外面を拭き取る段階と、同時に（２）前記表面
に酵素および界面活性剤による処理を施す段階とを含む、外科用器具の外面を洗浄する方
法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による装置の第一の実施例を平面図で示す概略線図である。
【図２】図１に示す実施例を断側面図で示す概略線図である。
【図３】図１と図２とに示す装置を、内視鏡のチューブの周りで周方向に包まれた状態に
おいて断側面図で示す概略線図である。
【実施例】
【００２８】
　図面を参照して好適実施例を例示のみとして以下説明する。図１および図２において典
型的に示す実施例は、一方の面においてポリエステルあるいはポリプロピレンファイバ３
から作られる裏地（ｗｏｖｅｎ　ｂａｃｋｉｎｇ）に接着された不織の針編みフェルト状
ポリエステルあるいはビスコース布（ｆａｂｒｉｃ）２から作られたパッド１の形態の洗
浄装置を提供する。パッドは概ね長方形で、約１３３ミリメートルの幅寸法「ｗ」と、約
９センチメートルの長さ寸法「ｌ」と、約１５ｍｍの最大厚さ寸法「ｔ」とを有している
。パッドはその周囲で熱シールされており、概ね半円形断面の２個の円弧状溝４，５を有
し、該溝は加熱成形され、一方の縁部６から「ｗ」の約四分の一および四分の三の間隔の
ところに中心をおいて長さ方向に延在している。前記の溝は各々約７ミリメートルの半径
を有している。更に、中線、すなわち前記側縁部６から「ｗ」の半分の距離において長さ
方向に延在する折り曲げ用溝８が存在している。
【００２９】
　使用時、内視鏡のチューブが溝４中へ押し込まれ、パッドを内視鏡の断面の半円形部分
と接触するようにさせる。パッドは次いで、図３に概略的に示すように、折り畳まれ、そ
のため溝５が前記断面の残りの部分と接触する。図３は、溝４，５が整合するように合わ
されて、この例においては外径が約１４ミリメートルである内視鏡のチューブ９の周りで
円筒形のトンネルを形成するように溝８に沿って折り畳まれた図１および２に示すパッド
を示す。ポリエステルあるいはビスコースの針編みフェルト構造はある程度の弾性を有し
ており、パッドは、パッドを圧縮し、内視鏡のチューブの軸線に向かって放射状に作用す
る弾性力を加えるような仕方で内視鏡のチューブの周りに保持されうる。このように、パ
ッドが内視鏡の外面に対して押圧されたまま、本装置は長手方向に滑らされて全体の汚れ
を機械的に除去し、同時にパッドは残留物を表面上で均等に再分配して、すなわち、その
周囲や長さに沿ってその残留物を概ね均等な厚さに分配する。パッドと溝の寸法は色々な
内視鏡に適合するように変更することが可能であるが、設計上の有利さはパッドの弾性に
よってある範囲の内視鏡の直径を受け入れることであることが理解される。
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【００３０】
　適当なパッドの一例は二種類の異なったファイバから構成されており、第一のファイバ
は３デニールでファイバ長が５１ミリメートルであるポリエステルあるいはビスコースで
あり、第二のファイバは２デニールでファイバ長が５１ミリメートルであるポリプロピレ
ンである。前記二種類のファイバの比率は７０％のポリエステルあるいはビスコース、３
０％のポリプロピレンである。これらの二種類のファイバは均質になるまで混合され、次
いで自由飛散ファイバ（ｆｒｅｅ　ｆｌｙ　ａｗａｙ　ｆｉｂｒｅｓ）が概ね無い低密度
ウエッブが形成されるまでニードリング（針編み）技術（ｎｅｅｄｌｉｎｇ　ｔｅｃｈｎ
ｉｑｕｅ）によって絡まされる。　
【００３１】
　ウエッブの厚さはファイバの量と使用される針編み装置とによって制御されるが、５ミ
リメートルと１５ミリメートルの間のウエッブが用途に対して理想的であることが証明さ
れた。乾燥したウエッブは、一つ以上の酵素、一つ以上の界面活性剤、酵素安定組織を含
有する吸湿性酵素洗浄製剤が浸透され、使用された酵素と相容性の殺菌剤（ｄｉｓｉｎｆ
ｅｃｔａｎｔ　ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ）を含有しうる。
【００３２】
　図示されていない第二の実施例において、パッドに、内視鏡のチューブを通しかつきつ
く締めて保持し同様の効果を達成しうるスリットが設けられる。パッドに２個の溝を備え
該パッドを折り畳むことが好ましいが、各々溝を備えた２個の別々のパッドを同様に採用
することもできる。
【００３３】
　パッドの弾性によってある範囲の直径の器具に対して当該装置を満足に使用しうるよう
にできるものの、種々の直径の器具にも適応するために色々な寸法の溝を備えた装置を製
造することもできる。
【００３４】
　極めて好ましい実施例において、パッドは例えば以下の例１に記載のもののような成分
が浸透される。
【００３５】
例　１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
非イオン界面活性剤（例えば、ノニル・フェノールエトキシレート）　１０．０
陰イオン界面活性剤（例えば、リニアアルコールスルホン酸塩）　　　１０．０
防腐剤（例えば、マグネシウムチオナート（ｔｈｉｏｎａｔｅ））　　０．１５
湿潤剤（例えば、塩化カルシウム六水和物）　　　　　　　　　　　　４．５
プロテアーゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
アルカラーゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５
セルラーゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
リポラーゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７
プロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．０
水道水で１００％とする。
【００３６】
　例１において使用されている酵素のための活動単位は以下の通りである。
プロテアーゼ　　　　　　　　１６ＫＮＰＵ／ｇｍあるいは５ＡＵ／ｇｍ
アミラーゼ　　　　　　　　　３００ＫＮＵ／ｇｍ
セルラーゼ　　　　　　　　　１０００ＥＣＵ／ｇｍ
リパーゼ　　　　　　　　　　１００ＫＬＵ／ｇｍ
【００３７】
　当該技術分野の専門家は、酵素はたんぱく質の濃度でなく、むしろ活動単位（ａｃｔｉ
ｖｉｔｙ　ｕｎｉｔｓ）に基づいて供給されること、および活動を定義するために使用さ
れる単位は使用される酵素の特定の化学的性質によって異なることを認識する。しかしな



(10) JP 2012-96039 A 2012.5.24

10

20

30

40

50

がら、当該技術分野の専門家は異なる活動の酵素を組成変更することに習熟しており、特
定の環境に従って本発明による製剤を容易に適応させることができる。
【００３８】
　例２は４．５重量パーセントのグリセリンを塩化カルシウム六水和物に代替したことを
除いて例１と同一である。
【００３９】
　界面活性剤、防腐剤および酵素は定式化および相容性の要件に従って製剤および量が変
動しうる。重要なことは、成分は湿潤剤を含有することである。例えば、適当な湿潤剤は
塩化カルシウム、塩化ナトリウム、グリセリン、硼砂、エチレングリコールなどでよい。
湿潤剤はまた界面活性剤であってもよい。
【００４０】
　一個以上のパッドが、水分浸透性でよいパッケージに一緒に詰められる。このことが、
湿潤剤が存在することと併せて、パッケージが開放されたとき酵素の乾燥した粒子が空気
中へ解放されるのを阻止するように成分を十分湿った状態に保つよう作用する。任意に、
製剤は、例えば第四アンモニウム化合物のような酵素に対して相容性の殺菌剤を含有しう
る。
【００４１】
　織布、拭き取り片、あるいはスポンジに対する成分の充填は希望に応じて変更すること
ができる。成分は、少量から、すなわち織布、拭き取り片、あるいはスポンジの重量の１
から５％から正にパッドあるいは拭き取り片を完全に飽和させる量までのいずれかの比率
で供給することができる。
【００４２】
　使用時、本発明による装置はパッケージから取り出され、更に水で湿らせ、内視鏡の端
部の周りで周方向に巻きつけられ、汚れを除去するために内視鏡の長さに亘って拭き取る
ことができる。次いで、パッドは適当な方法で処理される。酵素は直ちに消化作用を開始
する。今や附着していた汚れが殆どなくなった内視鏡は更に適当な洗浄溶液において洗浄
され、次いで消毒すなわち殺菌される。いずれの残留物も今や均等な厚さの薄い膜として
分配されているので、浴におけるその後の処理は、外側を単にブラシでこすった場合より
もより短時間で効果を上げられる。
【００４３】
　前述した実施例はビスコースファイバパットを採用しているが、パッドは高分子材の発
泡体あるいは適当な織物、ペーパあるいは複合構造のものからつくりうることも考えられ
る。しかしながら、器具は湿った状態に留まることが望ましいので、本装置は余り吸収性
でないことが望ましい。
【００４４】
　極めて好ましい実施例は不織布の「拭き取り片」のロールを使用する。ロールは、例え
ば長さが８メートルで、幅が１０センチメートルであり、１０センチメートル間隔でミシ
ン目がつけられており、ロールの自由端から１０センチメートルＸ１０センチメートルの
８０枚の拭き取り片をちぎり取ることができる。代替的に、製品は８メートルのロールに
２００枚の拭き取り片を含むキャニスタで供給してもよい。拭き取り片に使用される不織
布はセルローズファイバ（例えばビスコース）のウエッブから作られる。このウエッブは
次いで、可撓性の交差結合のアクリルラテックスの水性分散液（ａｑｕｅｏｕｓ　ｄｉｓ
ｐｅｒｓｉｏｎ）によって処理する。水性分散液は重量比で１５％まで、好ましくは約８
％の乾燥したアクリルポリマを組み込むためのものである。適当な比率の交差結合の触媒
を添加すると、不織布構造がラテックス／触媒の分散液によって飽和され、余分の分散液
は前記構造から重力で排出されるか、あるいは圧縮ローラの助勢によって絞り出され、そ
の時点で前記構造が交差結合を誘導するに適当な温度で乾燥される。冷却されると、結合
された不織布の開放構造ウエッブが達成され、それは以下の仕様を有している。
基本質量（ｇ／平方メートル）：　　　　約４２．５
乾燥強度（ｇ／２５ミリメートル）：　　２２５
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厚さ（ｕｍ／４プライ（ｐｌｙ））：　　１２７０
吸収性（ｇ／５グラム）：　　　　　　　４２０
【００４５】
　好ましくはプラスチックから成形され、ロールの直径よりもごく僅かに大きな直径を有
し、容器で密封される交換可能な閉鎖体（ｃｌｏｓｕｒｅ）を有する分配キャニスタに拭
き取り片のロールが入れられている。交換可能な閉鎖体の下には、ロールの端をそこを通
して分配することができ、ロールの軸線の周りに配置された一個以上のスリットを備えて
いるキャニスタの蓋すなわち壁が位置している。例えば例１または例２に示され、酵素お
よび湿潤剤を含有するもののような製剤が不織布を浸透させるに十分な量で容器に添加さ
れる。その後拭き取り片はキャニスタから引っ張り出され、必要に応じてロール端からち
ぎり取られる。使用時、湿潤した拭き取り片は手袋を嵌めた手に持たれ、蛇口の下で湿ら
され、次いで洗浄される器具の外面を拭き取るために使用される。スリットがあるために
、容器は湿気浸透性とされる。粒子の進入を排除し、湿気の喪失を阻止するために別の外
側の取り外し可能な閉鎖体を設けてもよい。しかしながら、スリットは湿気がパッケージ
を通して確実に浸透しうるようにする。
【００４６】
　本明細書の教示から当該技術分野の専門家には明らかなように、本発明による装置すな
わち拭き取り片を使用すると、内視鏡を洗浄するための既存の方法と較べて利便性および
効能において顕著な前進を提供する。本装置すなわち拭き取り片はその他の医療用、非医
療用の器具、面などの洗浄に対しても使用することができる。本装置すなわち拭き取り片
は、本明細書で開示した発明の概念から逸脱することなくその他の形態で実施したり、あ
るいはその他の材料からつくることが可能であり、本発明から逸脱することなく製剤の変
更も可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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